
この報告書は、当プランの「計画の体系」に沿って、令和２年度の実施状況を報告するものです。

＜計画の体系表の見方＞

※実施状況：実施事業を記入

※評価：下記よりＡ～Ｃを選んで記入

※評価の説明、今後の計画等：自由記述

Ⅰ 心温まる意識づくり

1 男女共同参画の広報、教育・学習を推進する

①男女共同参画の理解を広げる広報を推進します。

R1 R2

境港市女性団体連絡協議会（以下「女性団体」という。）がなぎさ会館の
管理運営と併せて境港市男女共同参画センターを運営。女性団体会員
によるバザー「なぎさ市」を開催するなど、住民間の交流を通して男女共
同参画への啓発活動を行った。

地域振興課 Ａ Ｂ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、例年は月1回開催
しているなぎさ市も４回のみの実施となるなど活動が少なかっ
た。

市男女共同参画センターや公民館、市庁舎にパンフレットやチラシを配置
し、男女共同参画への理解促進を図った。

地域振興課 Ｂ Ｂ 継続して、広報・啓発に努めていく。

市報「みんなで拓く人権文化」欄で「ワーク・ライフ・バランス」を取り上げ
るなど、男女共同参画について広く市民に周知し、意識啓発を行った。
・「男女共同参画週間」（６月号）、「ワーク・ライフ・バランス」（10月号）、
「性的マイノリティと人権」(2月号)、・「女性の人権ホットライン強調週間」
（11月号）

地域振興課 Ａ Ａ 男女共同参画社会実現の必要性などを市民に対し広報・啓発を
行った。今後も継続して、広報・啓発に努めていく。

境港市男女共同参画推進計画について市民に広く周知し、男女共同参
画について啓発を行った。
・第３次境港市男女共同参画推進計画概要版パンフレットを講演会や研
修会、講座等で説明、配布

地域振興課 Ａ Ａ 講演会や講座等の機会を捉えて、パンフレットを活用しながら、
広報・啓発に努めていく。

評価

令和２年度実施状況報告書

第３次境港市男女共同参画推進計画　　　女（ひと）と男（ひと）との　いきいきプラン

■目標：Ⅰ，Ⅱ･･･で表記   ■課題：１，２･･･で表記　　■施策：①，②･･･で表記

A : 男女共同参画の推進に十分な効果があった、または十分な効果が期待できる。

C : 男女共同参画の推進にあまり効果がなかった、またはあまり効果が期待できない。

B : 男女共同参画の推進にある程度効果があった、またはある程度効果が期待できる。

評価の説明・今後の計画等令和２年度実施状況 所管課
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②男女共同参画を推進する学習・教育機会を充実します。

R1 R2

人権学習地区巡回講座のテーマを「人と人とのつながり」と題して各地区
で講座を実施し、人権擁護啓発活動年間強調事項の内容にふれ、様々
な人権課題を紹介するとともに、男女共同参画推進計画の紹介をした。
■９月～11月
■場　所　公民館ほか
　 ※令和２年度は７地区（原則各地区１回）で実施
■参加者147人　開催回数８回

地域振興課 Ａ Ａ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各地区1ヵ所での開催
とした。ＰＴＡへの声掛けなどもあり、例年に比べ、若い世代の参
加もみられた。引き続き、幅広い世代に参加していただけるよう
周知を図っていく。

女性団体会員が「人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会」（8月、於
米子市）や公開講座に参加し、他団体との交流を図るとともに、男女共同
参画推進への理解を深めた。

地域振興課 Ａ Ａ 今後も女性団体会員が男女共同参画推進についての理解を深
め、活動を広げていくよう支援や周知を行っていく。

市男女共同参画センターへ研修会等の情報提供を行った。 地域振興課 Ｂ Ｂ 引き続き様々な情報提供を行っていく。

③子どもの男女共同参画の理解を促進します。

R1 R2

保育園（４園）、小学校（6校）において、園児、保護者、児童に対し、助産
師が命の大切さについての講話を行った。（対象者数：保育園等190人、
小学校230人）

健康推進課
子育て支援課

Ａ Ａ コロナ禍の中、命の学習事業の実施に向け関係機関と調整を
行ったが、小学校では実施することができず、保育園（４園）のみ
の実施となった。保護者と園児190人に命の大切さ、尊さを伝
え、子どもの自己肯定感を育み、親子の絆を深めることを目的と
する。お父さんから胎盤の栄養をもらい、お母さんのおなかの中
で育ったことを子どもに伝え、男女それぞれの役割を知り、理解
が深まる機会となった。
今後も関係機関と協議し、参観日等の機会を利用し、助産師か
ら小学生及びその保護者へ命の大切さを伝える講話を実施す

保育所、幼稚園における中学生の保育体験を実施した。 教育総務課 Ｂ - コロナ禍のため、中止。家庭科の授業で幼児教育（保育）につい
ての学習に取り組んだ。

小・中学校における技術・家庭科教育の充実を図った。 教育総務課 Ａ A すべての児童生徒が技術・家庭科の教育課程を履修した。

小・中学校において男女混合名簿を使用した。 教育総務課 Ａ A 男女混合（生年月日順・５０音順）名簿を使用した。

いじめを許さない態度や命の大切さ、友達を思いやる心を育む教育を実
践した。

教育総務課 Ａ A 道徳をはじめ、すべての教育活動において指導を徹底してい
る。

一人一人の自己肯定感を高めるとともに、子ども相互の信頼関係や尊敬
の心を育むよう指導を行った。

教育総務課 Ａ A 特別活動をはじめ、様々な活動をとおして、児童生徒一人一人
が役立ち感を味わうことのできる指導を行った。

評価
評価の説明・今後の計画等所管課令和２年度実施状況

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等
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地域社会の中にある慣習や慣行について学習した。 教育総務課 Ｂ B コロナ禍ではあるが、コミュニティ・スクールを活用して、地域の
方々の力を借りて、総合的な学習を行った。

境港市と包括連携協定を結んでいる米子工業高等専門学校は、女子中
高生の理工系進路選択に関する支援事業を実施している。
支援事業の一つとして、「リケジョによるオンラインセミナー」を開催。当学
校の依頼により、行政に関わる理系の仕事についての講演依頼があった
ため、市職員が参加した。（開催日：令和２年12月4日）

建築営繕課 - B 引き続き、理工系進路選択に関する支援事業に協力していく。

2 あらゆる暴力を許さない意識づくりを推進する

④ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の防止啓発と被害者の支援体制を整備します。

R1 R2

ＤＶ相談関連チラシ等を本庁舎、保健相談センター、市男女共同参画セ
ンターに配置した。

地域振興課 Ｂ Ｂ 引き続き様々な情報提供を行っていく。

女性の人権ホットラインについて、市報への掲載、市男女共同参画セン
ターや公民館、市庁舎へのポスター掲示で周知を図った。

地域振興課 Ｂ Ｂ 引き続き様々な情報提供を行っていく。

県男女共同参画センター（よりん彩）の実施する男性相談について、周知
を図った。

地域振興課 Ｂ Ｂ 引き続き様々な情報提供を行っていく。

ＤＶ関連チラシを市保健相談センターに配置した。 子育て支援課 A A チラシの配置のほか、女性トイレ内に名刺サイズの相談カードを
配置するなどの啓発に努めた。今後も継続して取り組む。

関係機関と連携して、ＤＶ被害者の相談体制を整備した。 子育て支援課 A A 婦人相談員を配置し、相談支援を行った。今後も婦人相談員に
よる相談支援を継続実施する。

関係機関と連携して、ＤＶ被害者を保護する体制を整備した。 子育て支援課 A A 鳥取県西部総合事務所県民福祉局「DV・ひきこもり担当」をは
じめとする関係機関との連携に努めた。

「女性に対する暴力をなくす運動」街頭キャンペーン活動に参加した（11
月）。

子育て支援課 A A 啓発街頭キャンペーン（鳥取県主催　R2.11.12～11.25イオン
米子駅前店）に参加した。

婦人相談員の資質向上のため、各種研修会に参加した。 子育て支援課 A A 婦人相談員協議会連絡会等に参加。研修参加および動向等把
握に努めた。

学校生活のあらゆる場面を通して、暴力は人権を侵害するものであるこ
とを指導した。

教育総務課 Ａ A 日々、教職員は観察やアンケートを行いながら、アンテナを高く
張り、児童生徒の変化を把握し、指導に生かしている。また、道
徳をはじめ、すべての教育活動において人権教育をすすめてい
る。

評価の説明・今後の計画等令和２年度実施状況 所管課
評価
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⑤セクシュアル・ハラスメントの防止対策を実施します。

R1 R2

市報で、特設人権相談所（毎月1回、於市老人福祉センター）の開設日時
や女性の人権ホットライン等、相談窓口の周知を図った。さらに、各公共
施設（市役所本庁、別館、公民館、学供施設）、老人福祉センターに啓発
ポスターを掲示し、広く周知を図った。

地域振興課 Ａ Ａ 公共施設をはじめとする様々な施設にポスターを掲示すること
で、引き続き多くの市民に広く周知を行っていく。

Ⅱ 活力あるまちづくり

3 地域の様々な分野における男女共同参画を推進する

⑥地域活動への男女共同参画を促進します。

R1 R2

地域活動や各種団体への参加支援の拠点である市民活動センターの運
営を支援した。

地域振興課 Ｂ Ｂ 市民活動センターへ補助金を交付し、自主事業の開催を支援し
た。ただし、コロナ禍により一部事業は中止となった。今後も継
続して運営支援を行う。

市民活動センターにおいて地域活動・ボランティア活動の情報を提供し
た。

地域振興課 Ｂ Ｂ 地域活動に関する掲示等を行った。なお、ボランティアコーディ
ネート業務は令和元年10月から社会福祉法人境港市社会福祉
協議会へ移管した。

自治会への加入促進と活動費の助成を行った。 自治防災課 Ｂ Ｂ 自治連合会の活動方針に「人権意識の高揚」を掲げ、人権学習
地区巡回講座の開催の際には、地域住民へ研修への参加を呼
びかけている。

コロナ禍により、児童への「読み聞かせ」ボランティアの機会が減った。 生涯学習課 Ｂ C 児童への「読み聞かせ」ボランティアへの参加募集を今後も継続
する。

コロナ禍により、例年開催している公民館まつりや地区運動会が中止と
なった。公民館まつりの代替事業としてロビー展示を開催した。

生涯学習課 Ａ Ｂ 次年度以降も公民館まつり、地区運動会等が開催されれば支援
する。

⑦防災・復興分野における男女共同参画を促進します。

R1 R2

地域防災計画において、さまざまな項目で、男女共同参画の促進を計画
している。

自治防災課 Ｂ B 地域防災計画では、被災時の男女のニーズの違い等、女性の
視点にも配慮した備蓄品、施設、設備の整備、避難所運営に努
めることとしている。また、市防災会議の委員には、３名の女性
委員を登用している。

評価
評価の説明・今後の計画等

評価

所管課

所管課

令和２年度実施状況 所管課

令和２年度実施状況

令和２年度実施状況

評価の説明・今後の計画等

評価
評価の説明・今後の計画等
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4 市政への男女共同参画を推進する

⑧政策・方針決定過程への女性の参画を促進します。

R1 R2

各種審議会委員に女性委員の登用を啓発し、審議会等の委員に性別に
関わらず幅広く人材が選任されるよう、公募による委員の登用を行った。

地域振興課 Ｂ Ｂ 市報・市ホームページにより、委員の公募を実施し、女性委員の
登用を行った。今後も、公募による男女共同参画を促進してい
く。

⑨行政機関の男女共同参画を推進します。

R1 R2

女性職員の登用方針を定め、周知している。 総務課 Ｂ Ｂ 平成27年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
が制定され、この法律に基づき「境港市特定事業主行動計画」を
策定（計画期間：H28.4.1～R3.3.31）し周知を行い、取組状況
についても公表している。合わせて、女性の職業選択に資する
情報の公表も行っている。

Ⅲ 働きやすい環境づくり

5 就労の場における男女共同参画を推進する

⑩男女平等の就労環境づくりを促進します。

R1 R2

市報「みんなで拓く人権文化」欄で、「ワーク・ライフ・バランス」を取り上げ
て、広報・啓発を行った。

地域振興課 Ｂ B 男女がともに働きやすい就労環境の実現に向け、引き続き市報
等を活用し、広報・啓発を行う。

女性農業者人財バンクにおいて、市政について学ぶために、市長講話会
を開催した。

農政課 Ａ A 女性農業者の方より、「新市長の話を聞いて、今後の社会参加
のためにも市政について学びたい」という意見があったため、開
催した。
令和３年は、「対話式研修」を取り入れ、「事故防止」について学
ぶ予定である。今後も、女性農業者の地位向上のため、学びの
場を設けていく。

市職員人権研修をワーク・ライフ・バランスをテーマに実施した。
■11～12月
■場　所　市保健相談センター
■参加者114人　開催回数４回

地域振興課 - A ワーク・ライフ・バランスについて改めて理解し、実践する意欲に
つなげる機会となるよう取り組んだ。引き続き、職員の意識向上
に向け、研修や啓発を行う。

所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課

令和２年度実施状況

評価
評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等
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⑪働きたい女性の就労を支援します。

R1 R2

　平成29年に締結した雇用対策協定により設立された協議会（鳥取労働
局、米子ハローワーク、境港市）を中心に、各種制度の周知や啓発に取り
組んだ。

また県立ハローワークが開催している「子育て応援お仕事相談会」につ
いて、対象となる者が多く参加する市の事業にあわせて開催したり、市報
で広報するなど連携を図った。

水産商工課 Ｂ Ｂ 引き続き関係機関と連携した取り組みを図る。

保護者が求職中であっても保育園で子どもの受入れを行っている。 子育て支援課 Ｂ B 年度当初、求職活動を理由として、３５人の園児を受入。求職活
動に専念でき、就職が決まった保護者も多くあったが、定員に空
きがないという理由で、年度中途の入所申込に対して受入がで
きないケースも発生した。年度中途の受入を促すため、私立園
に対する市独自補助事業の実施に加え、市内の保育園等と連
携し、年度中途の入園希望に添えるように取り組む。

保護者が安心して働くことができるよう、延長・休日・病児保育など保育
サービスを実施。

子育て支援課 Ａ A 保護者の働き方の多様化に合わせた保育事業を継続して実施。
安心して就労できるよう支援をおこなった。子育てと仕事を両立
するための保育環境を引き続き整える。

保育料を見直し、負担を軽減した（H19～、H25～）。平成27年９月から
は第３子以降の保育料を無償とし、さらなる負担軽減を図っている。令和
元年10月からの保育料無償化の実施により、新たに生じる副食費につ
いても、今まで保育料の負担がなかった第３子以降の園児について負担
増にならないよう、市独自施策により無償化とした。

子育て支援課 Ａ A 子どもを産み育てる上で生じる経済的な不安を軽減するため
に、国・県の施策に加え、第３子以降の子どもについて、市独自
で支援の充実を図った。継続して実施するとともに、さらに広報
に力を入れ、事業の周知をはかる。

市内6小学校区に放課後児童クラブを設置し、保護者が安心して働ける
よう子どもの居場所を確保した。

教育総務課 Ａ A 児童の居場所を提供することで、保護者の就労支援につながっ
た。今後も継続して、安全・安心な居場所の確保に努める。

⑫水産業・農業・商工業などの自営業における女性の参画を推進します。

R1 R2

農家の家族経営協定について啓発を行い、締結を促進した。（H16～）
周知のために、農林水産省の家族経営協定の優良事例へ、境港市の締
結者を推薦した。

農政課 Ａ A 令和２年には締結はなかったが、令和元年に締結した家族が家
族経営協定の代表例として農林水産省のHPに掲載されるほ
ど、明確に役割分担を行い、女性の積極的な経営への参加と、
休暇の取得や家族内でも給与をもらうことを徹底することがで
きた。今後も、家族経営農家に、本協定の締結を促していく。

所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況
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6 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進する

⑬仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について理解促進を図ります。

R1 R2

ワーク・ライフ・バランスに関するチラシを本庁舎、分庁舎、保健相談セン
ター等に設置した。

地域振興課 Ｂ B 今後も継続し、周知・啓発を行っていく。

市報「みんなで拓く人権文化」欄で、「ワーク・ライフ・バランス」を取り上
げ、啓発を行った。

地域振興課 - B 今後も機会を捉え啓発を行っていく。

⑭仕事と家庭生活等が両立できる環境づくりを推進します。

R1 R2

育児・介護休業制度に関するチラシ等を本庁舎、分庁舎、保健相談セン
ター等に設置するとともに、企業への情報提供につながるよう商工会議
所に情報提供した。

地域振興課 Ｂ Ｂ 今後も継続し、周知・啓発を行っていく。

保護者が求職中であっても保育園で子どもの受入れを行っている。 子育て支援課 Ｂ B 年度当初、求職活動を理由として、３５人の園児を受入。求職活
動に専念でき、就職が決まった保護者も多くあったが、定員に空
きがないという理由で、年度中途の入所申込に対して受入がで
きないケースも発生した。年度中途の受入を促すため、私立園
に対する市独自補助事業の実施に加え、市内の保育園等と連
携し、年度中途の入園希望に添えるように取り組む。

保護者が安心して働くことができるよう、延長・休日・病児保育など保育
サービスを実施。

子育て支援課 Ａ A 保護者の働き方の多様化に合わせた保育事業を継続して実施。
安心して就労できるよう支援をおこなった。子育てと仕事を両立
するための保育環境を引き続き整える。

保育料を見直し、負担を軽減した（H19～、H25～）。平成27年９月から
は第３子以降の保育料を無償とし、さらなる負担軽減を図っている。令和
元年10月からの保育料無償化の実施により、新たに生じる副食費につ
いても、今まで保育料の負担がなかった第３子以降の園児について負担
増にならないよう、市独自施策により無償化とした。

子育て支援課 Ａ A 子どもを産み育てる上で生じる経済的な不安を軽減するため
に、国・県の施策に加え、第３子以降の子どもについて、市独自
で支援の充実を図った。継続して実施するとともに、さらに広報
に力を入れ、事業の周知をはかる。

ひとり親家庭、住民税非課税世帯等への利用料半額助成の継続などファ
ミリー・サポート・センター事業の充実を図った。

子育て支援課 Ｂ B ファミリーサポート・センター事業利用者の負担軽減を図ること
により、経済的な負担を軽減し、仕事と家庭生活の安定を図っ
た。

育児・介護休業の制度周知のためのチラシ、パンフレットを窓口に配置し
た。

水産商工課 Ｂ Ｂ 引き続き制度の周知を図る。

市内6小学校区に放課後児童クラブを設置し、保護者が安心して働ける
よう子どもの居場所を確保した。

教育総務課 Ａ A 児童の居場所を提供することで、保護者の就労支援につながっ
た。今後も継続して、安全・安心な居場所の確保に努める。

評価
評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
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Ⅳ 笑顔のある暮らしづくり

7 暮らしの中の男女共同参画を推進する

⑮男性にとっての男女共同参画の理解を促進します。

R1 R2

鳥取県等が開催する講座のチラシを配置した。 地域振興課 Ｂ B 今後も継続し、周知・啓発を行っていく。

⑯家庭生活への男性の参画を促進します。

R1 R2

鳥取県等が開催する講座に関するチラシを配置した。 地域振興課 Ａ C 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止から講座を開催す
ることが難しく、チラシの配布にとどまった

男性・女性が共に協力して介護を行うよう、家族介護教室において知識
の啓発を行った。

長寿社会課 Ａ C 計画立案をし、実施予定としていたが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大状況により、中止とした。

コロナ禍のため、公民館講座で料理教室が実施できなかった。 生涯学習課 Ｂ C 次年度以降は料理教室できるように開催を促す。

8 自立と協働を育み、誰もが安心して暮らせる環境づくりを進める

⑰高齢者が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

R1 R2

境港市ことぶきクラブ連合会、地区単位老人クラブに対し、活動費を助
成した。

長寿社会課 Ａ Ａ 会員相互の交流や健康維持、介護予防に加え、高齢者の見守り
（友愛活動）などの地域貢献活動を精力的に実施。今後も活動
が活発に行われるように継続して助成する。

高齢者サークルに介護予防事業を委託した。(新規サークルの立ち上げ
を支援)

長寿社会課 Ｂ C 介護予防に取り組むサークルの立ち上げを支援。令和2年度は
対象が無かったものの、令和3年度も継続して支援する。

認知症予防自主サークルの活動に対し、助言等支援を行った。 長寿社会課 Ａ B コロナ禍ではあるが、それぞれのサークルが感染予防対策を実
施しながら自主活動をされていた。活動再開時に各うサークル
周り、予防策についての指導助言などを実施。合同交流学習会
は中止するなど状況に応じて計画の変更を行った。

居宅介護を行う家族に対して、おむつ代を助成した。 長寿社会課 Ｂ Ｂ 市民税非課税世帯家族に対する介護負担軽減のため、令和２
年度対象者100人に助成。国では介護用品（おむつ）の支給に
かかる事業は、任意事業の対象外としており、現在の激変緩和
措置がいつまで続くか未定。対象外以降の助成の継続は検討
の余地あり。

評価
評価の説明・今後の計画等令和２年度実施状況 所管課

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等
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小規模多機能型居宅介護事業所を整備し、「通所」「訪問」「泊まり」の
サービスを総合的に比較的安価に提供した。（H22.8～）

長寿社会課 Ａ Ａ 平成３０年度から増減なく、市内には現在４施設あり。新たな施
設整備の予定は現時点においては無し。

地域で高齢者を見守る体制づくり等の取り組みを支援する。 長寿社会課 Ａ Ａ 生活支援コーディネーターが各地区で啓発、活動支援により、
各地区で高齢者の見守り体制も徐々に増加。今後も継続する。

認知症の理解促進の場として「オレンジカフェ」の開設、認知症の人や家
族支援の場として「家族のつどい」を開催する。

長寿社会課 Ａ B 「家族のつどい」、「おれんじカフェ」を毎月１回ずつ感染予防策
を講じながら、定期開催しており、今後も継続して取り組む。コ
ロナ禍で、感染拡大状況によっては中止とすることもあり。

⑱障がいのある人が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

R1 R2

市福祉課内に『障害者虐待防止センター』を設置し、障がい者虐待の通
報の受理、事実確認等を行った。

福祉課 Ａ A 課内及び関係機関と連携して対応した。

障がいのある人やご家族等からの相談に応じ、情報提供や助言、障がい
福祉サービスの利用援助等を行う相談員を配置した。

福祉課 Ａ A 障がいのある人が個々の状況に応じた適切な支援を受けること
ができるよう、令和３年度より相談員を増員した。

⑲ＤＶやジェンダーに関する悩みの相談、救済・支援体制づくりを進めます。

R1 R2

家庭児童相談室でＤＶ相談に対応した。 子育て支援課 Ａ A 課内及び関係機関と連携し対応した。

関係機関と連携しＤＶ被害者支援への体制を整備した。 子育て支援課 Ａ A 婦人相談員を配置。相談等支援を行った。

婦人相談員の資質向上のため、各種研修会に参加した。 子育て支援課 Ａ A 婦人相談員協議会連絡会に参加。研修および動向等把握に努
めた。

市報「みんなで拓く人権文化」欄で、性的マイノリティと人権について啓
発を行った。

地域振興課 B B 性的マイノリティへの理解促進のため、引き続き市報等を活用
し、広報・啓発を行う。

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等
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9 生涯を通じた、男女の健康の保持増進を支援する。

⑳性に関する健康と権利の理解を深めます。

R1 R2

特定の年齢の女性を対象とした女性特有のがん検診推進事業（無料
クーポン券による検診）で、クーポン券送付時に女性の健康に関する小
冊子を同封し、検診受診の必要性を啓発した。（昨年度と同様、乳がん検
診で40歳になる対象者のみ）

健康推進課 Ａ A クーポン券発送者182人に対し、56人が受診。受診率は
30.7%であった。受診勧奨ハガキを送付したため、前年度より
受診率は、13.6ポイント上昇した。今後も受診勧奨を強化し、乳
がんの早期発見・治療につなげ、健康保持増進を図る。

妊産婦健診及び健康相談を実施した。 健康推進課 Ａ A 妊婦健康診査として一人あたり14回、多胎妊婦に対しては、更
に５回の公費助成に加え、産後健診を２週・４週の２回実施して
いる。産後うつの早期発見に努め、産後ケア事業等の活用によ
り、産後の心身の回復・安定を図る。今後も継続して行う。

学習指導要領に則り、小・中学校において性教育を推進した。 教育総務課 Ｂ B 中学校ではWYSH教育の実践を行った。小学校では発達段階
に応じた性教育を行っている。

㉑生涯を通じた男女の健康管理・保持・増進対策を推進します。

R1 R2

こころの健康に関する啓発を行った。 健康推進課 Ｂ B こころの体温計によるストレスチェックを継続して実施。中学校
の入学説明会や健康まつり等においてチラシ等の配布行った。
今後も引き続き、幅広い世代へ啓発する。

スポーツ教室・講習会、スポーツ大会などを開催し、生涯スポーツを推進
した。

生涯学習課 Ａ A 今後も引き続きスポーツに関する講座を開催する。

元気シニア増やそう（フレイル予防）事業に取り組んだ。 長寿社会課 Ａ B コロナ禍で、感染予防策を講じながら、出来る工夫をし、サポー
ター連絡会、フレイルチェックを実施。講演会、養成講座は中止
とした。引き続き、感染予防策を講じながら、事業を推進する。

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

所管課
評価

評価の説明・今後の計画等令和２年度実施状況
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計画の推進

10 推進体制の整備

㉒市民組織・団体

R1 R2

男女共同参画推進審議会を開催し、第3次境港市男女共同参画推進計
画の実施状況等について審議した。

地域振興課 Ａ Ａ 定期的に審議会を開催し、計画の実施状況等について審議して
いく。

女性団体の活動費を助成するとともに活動を支援したが、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、限られた活動となってしまった。

地域振興課 Ａ B 女性団体連絡協議会は、加盟する女性団体が連携し、男女共同
参画を推進するための活動を行っている。今後も引き続き、活
動を支援していく。

㉓市役所庁内組織

R1 R2

組織内会議の開催はないが、各課で計画に基づく施策の実施状況を確
認し、男女共同参画の推進に向け取り組みを進めている。

地域振興課 B B 今後も引き続き、男女共同参画の推進に向けた取り組みを行っ
ていく。

㉔男女共同参画を推進していくための拠点

R1 R2

市男女共同参画センターで、男女共同参画に関する情報の収集や、他団
体との連携を促進している。

地域振興課 Ｂ Ｂ 男女共同参画社会を推進していくための拠点として機能を果た
すよう、今後も支援を継続する。

女性団体になぎさ会館としおさい会館の管理運営業務を委託している。 生涯学習課 Ａ Ａ 今後も連携・協働し、男女共同参画の推進に向けた取り組みを
行っていく。

㉕連携・協働

R1 R2

境港市男女共同参画センターの運営を女性団体に委託。境港市男女共
同参画推進審議会委員に、各種関係団体の代表、公募による委員も含
める等、連携を引き続き図った。

地域振興課 Ａ Ａ 今後も連携・協働し、男女共同参画の推進に向けた取り組みを
行っていく。

令和２年度実施状況

所管課
評価

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 評価の説明・今後の計画等

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況 所管課
評価
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11 計画の進行管理

㉖計画の進捗状況の把握

R1 R2

平成３０年度の各課の実施状況報告をとりまとめ、市ホームぺージで公
表を行う。また、男女共同参画推進審議会において審議した。

地域振興課 Ａ Ａ 今後も施策・事業の見直しを行っていく。

㉗市民意識の把握

R1 R2

実施なし 地域振興課 － － 今後の調査は、計画策定の前年に市民意識調査を実施し、次期
計画に反映させる。（次回調査予定：R４年度）

評価
評価の説明・今後の計画等所管課

令和２年度実施状況 所管課
評価

評価の説明・今後の計画等

令和２年度実施状況
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